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議 事 日程第１ 協議案第１号

案件名
当別町総合体育館設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例

制定について

説 明
当別町総合体育館を指定管理者による管理ができるようにするた

め、条例の一部を改正しようとするものであります。

質 疑

小林委員： 今のところ、体育館は教育委員会が管理をしているとい

うことは、現在は、教育委員会が収益を出して、収入を得ているとい

うことで理解してよろしいしょうか。

社会教育課長： 条例の改正の趣旨は、教育委員会が管理している体

育館の管理を指定管理者にできるようにすることにあります。先ほど

インセンティブといいましたが、民間活力を利用し、入場者を増やし

て、利用料を指定管理者に有効に活用してもらいましょうということ

です。指定管理者が収入を受けるということになります。

採 決 原案のとおり承認



議 事 日程第２ 協議案第２号

案件名
当別町コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例の一部を

改正する条例制定について

説 明
当別町コミュニティーセンターを指定管理者による管理ができるよ

うにするため、条例の一部を改正しようとするものであります。

質 疑 質疑なし

採 決 原案のとおり承認

議 事 日程第３ 協議案第３号

案件名
当別小学校プール管理及び運営に関する条例の一部を改正する条例

制定について

説 明
当別小学校プールを指定管理者による管理ができるようにするた

め、条例の一部を改正しようとするものであります。

質 疑 質疑なし

採 決 原案のとおり決定


